
 
 

・道路断面構成の再構築や沿道一体型の歩道整備等により、十分な幅員が確保され

た歩行者・自転車通行空間のネットワーク整備（地区外との連携も含めた回遊性

の強化）を図る。 

・幹線道路だけでなく、区画道路（歩道のない裏道）での自転車走行空間の確保を

促進する。 

・自転車通行空間のネットワーク上に駐輪施設を適正配置し、利用利便性の向上及

び放置自転車の解消を図る。 

 （道路法改正等を受けた路上駐輪施設の整備、レンタサイクルの強化等） 

・道路法による歩行者専用道指定の促進や道路占用・使用許可基準の柔軟な運用に

より、歩行者の側からの道路空間利用を進め、賑わいの形成等を図る。 

・道路構造上の工夫による交通静穏化等を推進する。 

図-20 高崎市における道路断面構成の再構築案 
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図-21 駐輪ラック（福島市） 

 

 

 

 

 

 

 

■歩行者・自転車空間の整備 



図-22 放置自転車をリサイクルしたレ
ンタサイクル（社会実験・日田市） 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

図-24 歩道のない裏道における自転車走行空間の確保（前橋市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-25 歩道のない裏道における自転車走行空間の確保（宇都宮市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-23 ライジングボラード（ケンブリッジ） 



（４）中心市街地のまちづくりと一体となった駐車場施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地にアクセスする公共交通交通の利便性や速達性・定時性が確保されていな

い地区では、自動車への高依存傾向が継続している。特に、来街交通・物流交通への

対応が不十分なため、拠点施設周辺等でのウロツキ交通、駐車場待ちや荷捌き、路上

駐車等による走行環境の悪化が慢性化している。 

・中心市街地においても、荷捌き、業務交通など、自動車利用が必要な交通需要があり、

これらを歩行者や公共交通の空間と調和させる観点からは、沿道の土地利用や交通管

理とも連携して、共同化・集約化等による駐車場や荷捌き施設の適切な配置と整備を

促進する施策が重要である。（社会資本整備審議会中間とりまとめより） 

・沿駐車場の整備は、沿道の土地利用・都市機能集積に則した都市活動の誘導や交通動

線のコントロールと不可分の施策であり、面的な交通環境整備における施策の位置づ

けの明確化が必要である。 

・基本的には、中心市街地への車流入の抑制と公共交通の改善を前提に、駐車場施策本

体の機能強化による直接的な効果を誘導しつつ、他の交通施策やまちづくり施策と連

動させて、より効率的なまちづくり効果の発現につなげていくことが重要である。 

・まちづくりや交通環境整備の進捗状況に合わせた段階的な施策の導入も必要である。 

・施策の展開に当たっては、関係者間の調整が不可欠なため、地区交通を含むまちづく

り全体を主導的にコントロールする協議会等の組織を介した合意形成を図ることが

重要である。 

■駐車場の整備は、沿道の土地利用・都市機能集積に即した都市活動の誘導や

交通動線のコントロールと不可分の施策。 

■中心市街地への自動車の流入を適切に誘導する交通施策と一体となった駐

車場施策の導入が必要であり、郊外部での駐車場対策、公共交通を軸とした

中心市街地アクセスの整備と連動した駐車場の整備が重要。 

《導入施策例》 １）Ｐ＆Ｒ駐車場の整備 

         ２）外周幹線沿いへのフリンジ駐車場の整備 

         ３）駐車場施設の集約・共同化、高度化 

         ４）共同荷捌き施設の確保 

         ５）個別駐車スペース（切り欠き型駐車スペースやポケ 

         ットローディング等）の創出 

         ６）幹線道路から直接出入りする駐車場の設置制限 等 



・中心市街地における、面的な交通環境のコントロール（歩行者主体のまちづくり）に

向けた、駐車場・荷捌き場の主要交通基盤施設の整備の基本的考え方は以下の通り。 

 

図-26 道路網、駐車場・荷捌き場の整備概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車場・荷捌き場の配置 

① フリンジ駐車場 
 ：計画施設の整備推進、高度化、利用環境の整

備（ＩＴＳの活用や料金体系の工夫、公共交
通等との連結）等により交通処理機能を拡充 

② 共同駐車場（基幹的駐車場） 
 ：既存施設の高度化や集約共同化等により、集

客拠点機能を兼備（低層利用・隣接等）した
駐車施設を整備 

③ 共同駐車場・荷捌き場 
 ：都心環状・モールの裏道路に面して、既存の

個別小規模駐車場を集約化（表通りへの歩
行・搬送経路の一体的整備） 

④ 個別駐車場（路外小規模駐車場） 
 ：障害者車両等、限定車両に対する短時間駐停

車スペースを確保（敷地利用状況に応じて柔
軟に確保） 

⑤ 路上駐車・荷捌きスペース 
 ：一方通行規制の導入とあわせた幅員再構築、

線形の工夫等により短時間駐車・荷捌きに対
応する路上スペースを確保 

 
来街・物流アクセス主要動線 

（既設）

（既設） 

〔配置概念図〕

■道路網 

① 都心環状道路 
 ：トラフィック機能重視型、都心アクセス・通過交通

を処理して地区内への車両進入を最小限に抑制 
② 公共交通道路 
 ：トランジットモール化し、歩行者とバス、LRT 等の

共存空間を確保（幅員再構築や交通規制等の導入） 
③ 賑わい道路 
 ：セミモール化により都心地区内歩行回遊ネットワー

クの軸（駅〜都心地区の連携）を形成 
④ 環境・景観道路 
 ：水路や公園、社寺等の沿道環境と調和した歩行者優

先空間を整備（沿道建物と一体の街並み景観形成） 
⑤ コミュニティ道路 
 ：モール裏道路としての交通処理空間と、歩行者・自

転車の通行空間が共存する賑わいの軸を形成 
⑥ 地区道路 
 ：通過交通の排除、面的交通規制により生活道路の歩

行者主体化を推進（歩行者専用道路化の検討等） 
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〔道路網概念図〕
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